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日本版スチュワードシップ・コードに対する 

野村アセットマネジメントの取組みの改定について 

 

野村アセットマネジメント株式会社（以下、当社）は、このたび「日本版スチュワードシップ・コードに対す

る野村アセットマネジメントの取組み（以下、SSコードに対する取組み）」を改定しました。 

 

本改定は2025年6月26日に第三次改訂された日本版スチュワードシップ・コードに対応するものであ

り、投資先企業との建設的な対話を促進する観点から、「実質株主の透明性向上」や「協働エンゲージ

メントの促進」に対する当社の考えや取組みを明らかにしています。 

 

「実質株主の透明性向上」に対しては、投資先企業からの求めがあった場合は、当該企業の株式の

保有状況を説明することにより、投資先企業との建設的な対話を促進します。 

「協働エンゲージメントの促進」に対しては、これまでも対話の実効性を高める活動として前向きに取り

組んでおり、今後も重要な選択肢として取り組むことを明記しています。 

 

SSコードに対する取組みは、日本版スチュワードシップ・コードの原則1が求める「スチュワードシップ

責任を果たすための明確な方針」に該当するものであり、責任投資の基本方針に沿った内容となってい

ます。当社は、責任ある投資家として、スチュワードシップ活動の高度化を図り、投資の好循環（インベス

トメントチェーン）の実現を目指します。 

 

SSコードに対する取組みの具体的内容は、以下をご参照ください。 

日本版スチュワードシップ・コードに対する野村アセットマネジメントの取組み 

 

以 上 

 

https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20250626/01.pdf
https://www.nomura-am.co.jp/special/esg/responsibility_investment/stewardship.html

